
交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機 

の設置に伴う助成事業交付要綱 

 

 

令 和 ５年 ４月 １日制 定 

（一社）滋賀県トラック協会 

 

 

（事業趣旨） 

第１条 一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）は、交通安全及び環境

問題に関する啓発活動や当該関係団体への寄付活動の一環として、会員事業所がラッピ

ング自動販売機の新規設置する際にその助成を行う。 

 

（助成対象） 

第２条 助成対象は、本年度４月１日以降、新規に設置する「交通安全及び環境問題を啓発す

るラッピング自動販売機」とする。 

 

（助成額） 

第３条 助成金の交付額は１台に対して、２万円とする。 

    助成は申請時の一度限りとする。 

 

（申請期間） 

第４条 申請期間は、次条の申請する日の属する当該年度の２月末日までとする。 

    但し、予算に達した場合は、その時点までとする。 

 

（交付申請及び助成金請求） 

第５条 助成を希望する会員事業者は、様式１の「助成申請書および助成金請求書」に必要事

項を記入し、添付書類と併せて滋ト協に提出する。 

 

（助成金交付） 

第６条 滋ト協は、前条の申請等の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認

めたときは申請者に助成金を交付する。 

 

（助成金の返還） 

第７条 滋ト協は次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し既に交付した助成金の

全部もしくは一部の返還を命じることができる。 

   (1)  この要綱に違反したとき 

    (2)  虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

 ２ 前項の規定により返還を命じられた会員事業者については、全ト協及び滋ト協が行う助 

成事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付叉は交付決定を行わない 

ものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、別にこれ

を定める。 

 

（附則）（令和５年３月２７日制定） 

第１条 本要綱は令和５年４月１日より適用する。 

 



令和５年度 

交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機 

の設置に伴う助成事業実施要領 

 

 

一般社団法人滋賀県トラック協会 

 

 

１ 助成対象者 

「交通安全及び環境問題を啓発するラッピング自動販売機」を設置する一般社団法人滋

賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）の会員事業者に対して助成する。 

 

２ 予算額 

   ２０万円 

 

３ 助成対象 

   交付要綱第２条の規程に適合するものとする。 

 

４ 助成額 

   助成額は、会員事業者が令和５年度（令和５年４月１日以降）に新規のラッピング自動

販売機を設置した場合、１会員あたり２万円とする。 

 

５ 申請期間 

   申請期間は、令和５年４月１日から令和６年２月２９日までとする。 

   上記期間内であっても、予算額に達した場合は、その時点までとする。 

 

６ 交付要領 

「交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機の設置に伴う助成事業交付要綱」の

とおり。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１（第５条関係） 

 

 

令和    年    月    日   

  

 

一般社団法人 滋賀県トラック協会長 殿 

 

  

（申請者） 

住    所 

氏名又は名称 

代表者名                    ㊞ 

（担当者：         ＴＥＬ：         ） 

 

 

交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機 

の設置に伴う助成申請書および助成金請求書 

 

 

 交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機の設置に伴う助成事業実施要綱第５条に 

基づき、助成金の交付について下記のとおり申請及び請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金（申請）額 

   ２０，０００円 

 

 

２ 振込先 

金 融 機 関 名 
 

支 店 名 
 

講 座 種 別 普通 ・ 当座 口 座 番 号 
 

 

口 座 名 義 

（フリガナ） 

 

 


